
農村の振興に関する施策についての検証 
（基本法第３４条及び第３５条） 

農村の総合的な振興、中山間地域等の振興（基本法第３４、第３５条） ・・・・・１ 
（６次産業化の推進）                       ・・・・・３ 

（資料１） 



H25.3地域別将来人口推計の公表（国立社会保障・人口問題研究所） 
 2040年の総人口は全ての都道府県で2010年を下回る。 
 2040年には,65歳以上人口が40%以上を占める自治体が半数近くに    

農村の総合的な振興、中山間地域等の振興（基本法第34条、第35条） 

   12基本計画（H12.3閣議決定）    17基本計画（H17.3閣議決定） 現行基本計画（H22.3閣議決定） これまでの評価と課題等 
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農村人口(うち中山間地域)※1 

農村の高齢化率(うち中山間地域の高齢化率)※1 

小規模集落（総戸数９戸以下）の割合※2  
平地／中間／山間  Ｈ12 ３％／４％／９％ 

１ 

H22 4,194万人（1,469万人） H17 4,344万人（1,567万人） H12  4,412万人(1,628万人) 

H22 26.8%（31.1%） H17 23.9%（28.2%） H12 21.3%（25.1%） 

Ｈ22 3％／6％／12％ 

H24.1将来人口推計の公表（国立社会保障・人口問題研究所） 
 2060年の総人口は8,674万人,65歳以上人口が39.9%    

○ 食料・農業・農村基本法（平成11年） 
（農村の総合的な振興）  
第３４条  国は、農村における土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。 
   ２  国は、地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい農村とするため、地域の特性に応じた農業生産の基盤の整備と交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備そ

の他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。 
（中山間地域等の振興） 
第３５条  国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域（以下「中山間地域等」という。）において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域

特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 
   ２  国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ず

るものとする。 
 

 ○ 現行基本計画の概要 
 ・農業と第２次・第３次産業の融合等により、農山漁村に由来するバイオマスなどのあらゆる資源と産業とを結びつけ、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を促す農業・農村の６次産業化を推進。 
 ・農村への新たな交流需要の創出、都市部を含む人材の確保・育成、教育、医療・介護の場としての農山漁村の活用等を推進。 
 ・都市農地の保全や都市農業の振興に関連する制度の見直しを検討。都市農業を守り、振興する取組を推進し、その機能や効果を十分に発揮。 
 ・農村コミュニティを維持・再生するための対応方策の検討、中山間地域等直接支払制度の継続実施と法律上の措置とすることを含めたあり方の検討、農地・水・環境保全向上対策の評価と施策のあり方の検

証、  鳥獣被害対策の推進、快適で安全・安心な農村の暮らしの実現等を推進。  
 
 

汚水処理人口普及率※３  
人口30～50万人の市／人口5万人未満の市町村 
H12 78%／41%                  H17 85%／60%                   H22 89％／71％          H25 91％／74％                                      
中山間地域等直接支払の取組状況※4 

H12年度 協定数 26,119 交付面積 54万1千ha      H17年度 協定数 27,869 交付面積 65万4千ha        H24年度  協定数 27,849 交付面積 68万2千ha       

鳥獣被害防止の取組※4 
被害防止計画作成市町村数／実施隊設置市町村数        
  H20 40／０            H22 933／58          H25 1,369／745 
農作物被害金額 H20 199億円      H22 239億円             H24 230億円                                 

農地・水・環境保全向上対策（平成23年度からは農地・水保全管理支払）の取組※4 
H19年度 共同活動支援 対象組織数 17,122 
                                取組面積 116万ha 

H24年度 共同活動支援 対象組織数 18,662 取組面積 145万5千ha 
             向上活動支援 対象組織数   7,476 取組面積   34万9千ha 

H26.5消滅可能性都市の公表 
 896自治体が消滅する可能性（日本創成会議）   

※１国勢調査における人口集中地区（DID）以外の地区を農村とした。なお、DIDとは、人口密度4,000人/km2以上の国勢調査の調査区が市町村内で隣接し、全体として人口5,000人以上の規模で構成される地区。 
  また、中山間地域とは、農林統計に用いる農業地域類型区分の「中間農業地域」と「山間農業地域」を合わせた地域。高齢化率とは、 65歳以上人口が総人口に占める割合。〔出典：国勢調査〕 
※２ 出典：農林業センサス（組替集計） 
※３ 出典：国土交通省、農林水産省、環境省調べ 
※４ 出典：農林水産省調べ  

 
 
 
○ 農村地域においては、人口減少や
高齢化、農家と農家以外の住民の混
住化が進行し、集落機能の低下や農
地等の維持・管理が困難になると
いった問題が生じている。今後、人
口減少・超高齢社会の到来が予想さ
れる中、農村地域の一層の活力低下
が懸念される状況。 

 
 
○ このような中で、農村地域の活性
化を図るためには、農業振興のため
の施策だけではなく、非農家も含め
た地域住民が快適に生活できるよう
な環境の整備や就業機会の確保等の
施策も含め、総合的な対策を講じる
ことが必要ではないか。 

 
 
○ このため、関係省庁が連携し、現
状のまま人口減少・高齢化が推移し
た場合の将来の農村の姿を予測した
上で、農業の振興だけでなく、生活
環境の向上、就業機会の確保、国土
の保全等の観点から、活力ある農村
づくりに向けたビジョンの策定と、
その実現のための施策について検討
すべきではないか。 

 

H20.7 国土形成計画の閣議決定（国土形成計画法に基づく長期計画） 
 ・量的拡大「開発」基調から「成熟社会型の計画」へ 
 ・国主導から二層の計画体系（分権型の計画づくり）へ 

H10.3 21世紀の国土のグランドデザインの閣議決定 
   （国土総合開発法に基づく長期計画） 
    一極一軸型の国土構造から多軸型の国土構造への転換 

H26.3新たな「国土のグランドデザイン」（骨子）の公表 
 2050年には約６割の地域で人口が半減、 
  うち３分の１の地域が無居住化（国土交通省）   



 
 
 
 
○ その際、農村集落が食料の安定供給や
多面的機能の確保の基盤であることを踏
まえつつ、 
①  人口減少・高齢化の進行が著しい集落
を含む一定のまとまりを有する地域につ
いて、地域全体として集落機能を維持・
発揮していくためには、どのような対応
が必要か（例えば、各種集落機能の基幹
集落への集約と集落間のネットワークづ
くり、農業上の土地利用と非農業的土地
利用との調整も含めた総合的な集落活性
化のための計画スキームの構築、これら
を担う人材や組織の育成、確保など） 
② 集落機能が低下する中、今後の農地及
び農業用施設の維持・管理の在り方をど
のようにしていくのか（管理主体の確保
が困難な集落における維持・管理の在り
方（農業以外の用途への活用を含む）に
ついて、検討すべきではないか） 

 といった観点も含めて議論する必要が 
 あるのではないか。 
 
 
○  今般、農地・農業用水等の良好な保全
や質的向上を図る多面的機能支払制度を
創設したところであり、今後、新たな制
度の効果や課題等について、十分検証し
ていくべきではないか。 

 
 
○ 中山間地域等直接支払制度について
は、中山間地域等の耕作放棄の発生防止
等に一定の効果を上げてきたが、今後、
人口減少・高齢化が一層進行する中で、
どのように農業生産活動の継続を図って
いくかといった観点から、次期対策の在
り方を検討していく必要があるのではな
いか。 

 
 
○ 鳥獣被害対策については、農作物への
深刻な被害に対し、捕獲活動の強化等の
対策を進めてきたが、今後、更に対策の
効果を上げていくためには、どのような
対応が必要か。 

  また、農作物への被害にとどまらず、
生活環境に係る被害も深刻化しているこ
とから、今後、政府全体の課題として、
対応を着実に進めていく必要があるので
はないか。 

 
※ ６次産業化については次頁で、都市農村交流、都市
農業の振興については次回の検証資料で検証 

集落機能の維持、生態系や景観を含む農村環境の保全 

   12基本計画（H12.3閣議決定）    17基本計画（H17.3閣議決定） 現行基本計画（H22.3閣議決定） 
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これまでの評価と課題等 

■H19  農山漁村活性化法制定 

■H19  鳥獣被害防止特措法制定 

農村の総合的な振興、中山間地域等の振興（基本法第34条、第35条） 

■H26  多面的機能法制定 ■H22 六次産業化・地産地消法制定 
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中山間地域等の農業生産条件の不利を補正 
集落間連携を促進
する仕組みを導入
（H25） 

中山間地域等直接支払交
付金※4を創設（H12） 

■多面的機能支払※2の
創設等（H26） 

２ 

 農山漁村における農業生産基盤と生活環境基盤の総合的整備を推進 農
業
生
産
基
盤
と 

生
活
環
境
の
総
合
的
な

整
備 

 １次・２次・３次産業の連携による地域資源を活用した新たなビジネスの展開等を推進 

地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合的な整備の
実施（地方の裁量による事業実施を支援するため農山漁村
地域整備交付金を創設）（H22～） 

 都市と農山漁村との共生・対流による地域の活性化を推進 

農林業の健全な発展のため、都市的需要との適切な調整を実施 

■農業者が主体となった加工・販売等 
 の取組を支援（H22 六次産業化・地産地消法） 

■定住や交流を促進するための施設整備 
 等を総合的に支援（H19農山漁村活性化法） 

■東日本大震災により被災した地域で農業的土地利用と 
 都市的土地利用を一体的に調整する仕組みの創設 
  （H24東日本大震災復興特別区域法） 

■H24  鳥獣被害防止特措法改正 

観光・教育・福祉などの分野で各省 
連携プロジェクトを推進（H25～） 
（H25.12 農林水産業・地域の活力 
 創造プラン） 

■H25  農山漁村再生可能エネルギー法制定 

■再生可能エネルギーの導入促進※1 

（H25農山漁村再生可能エネルギー法） 

■H14 共生・対流推進を政府決定 

■環境との調和に配慮した事業の実
施、 
 （H13 土地改良法改正） 

都市及びその周辺地域における農業の振興 

■H13  土地改良法改正 

■H14 共生・対流を推進 
 （経済財政運営と構造改革に関す 
  る基本方針2002、閣議決定） 

農林水産業における鳥獣被害防止に向けた地域ぐるみの総合対策の実施 
■市町村による被害防止計画の
策定や実施隊※3の設置等 

（H19 鳥獣被害防止特措法） 

■捕獲等の担い手確保等 
（H24 鳥獣被害防止特措
法改正） 

   当面の捕獲目標の設定（シカ・ 
 イノシシの生息頭数を10年後ま 
 でに半減）、捕獲活動強化等 

■H24  東日本大震災復興特別区域法制定 

 農地･水･環境保全向上対策の 
 創設により共同活動等を支援（H19） 

機械の共同利用、担い手への農地集積など
将来に向けた前向きな取組を促す仕組みを
導入（H17） 

高齢者や小規模集落
をサポートする仕組
みを導入（H22） 

生産条件が不利な離島
の平地等への支援を拡
充（H23） 

※１ 農山漁村再生可能エネルギー法：再生可能エネルギー発電を活用した農林漁業の発展を図る取組を推進するための枠組みを構築。 
※２ 多面的機能支払：農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援。地域資源の基礎的な保全管理活動や地域資源の適切な保全管理のための推進活動に対する支援（農地維持支払）と地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための
活動に対する支援（資源向上支払）から構成される。 

※３ 鳥獣被害対策実施隊：鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村が捕獲等の被害防止施策を実施するために設置。市町村職員、被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれる者を市町村長が指名又は任命する。 
※ 4 中山間地域等直接支払交付金：中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動を維持するための活動を支援。 

（H23 農地・水保全管理支払と環境保全型農業直接支援に分離） 

■多面的機能法に
位置付け（H26） 

■H21 農地法・農振法改正 

■ 農用地区域からの除外の
厳格化等 

   (H21農振法改正等) 



    農産物の加工や直売の推進 
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■H20 農商工等連携促進法※３ ■H22 六次産業化・地産地消法※４ 

■H24 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 

農業生産関連事業の年間販売額※２：                                      1.66兆円（H22）  1.64兆円（H23）  1.75兆円（H24） 
                         総従事者数    ：                                        40.0万人(H22)          42.9万人(H23)         45.1万人(H24) 

農業生産関連事業を行う販売農家数※１： 25.3万戸（H12）    34.5万戸（H17）               34.2万戸（H22） 
（全販売農家数に占める割合）    （10.8％）        （17.6％）                  （21.0％）                  

情
勢
の
変
化
等 

６次産業化の推進 

〔多様な地域資源の活用（例）〕 

農村の総合的な振興、中山間地域等の振興（基本法第3４条、第３５条） 

 
○ ６次産業化については、H20年に制定した
農商工等連携促進法により、中小企業者と農業
者が連携した取組が進められているが、実態と
しては中小企業者が中心となった取組となって
いるところ。 

   その後、H22年の六次産業化・地産地消法の
制定、ソフト・ハードの補助事業、H24年の
A-FIVEの立ち上げなど、6次産業化を推進す
るための各種支援策を整備してきたところであ
り、農業者が中心となった取組が各地域で広が
りつつあるところ。 

 
○ 今後は、一層の効果的な施策の推進を図
り、所得の向上、雇用の確保につなげていく観
点から、改めて各種支援施策の活用状況等を検
証し、取組の内容や発展段階に応じた支援措置
のあり方について体系的に整理していく必要が
あるのではないか。 

 
○ こうした中では、 
① より質の高い取組へと誘導していくため
の、農業者等による取組の効果や課題の検証
と事業の拡大や改善のためのサポート 

② 関係省庁との連携を強化しつつ、地域段階
でも産学官金の関係機関によるネットワーク
の強化、情報の共有化等を進め、マーケット
インの発想での取組を促進するための推進体
制の強化 

 について、今後どのように進めていくべき
か。 
 
○  また、農業者が中心となった取組について
は、資本が乏しく大規模な事業展開が難しい
上、今後とも農業者の高齢化等が進む中にあっ
ては、６次産業化に積極的に取り組む人材の確
保には限界がある等の課題もあるところ。 

   このため、今後は、農業者主導による取組に
加え、企業のアイデア・ノウハウ等を活かした
２次・３次事業者をはじめとする多様な事業者
による取組や、地域ぐるみでの多様な６次産業
化の取組の促進等を図っていく観点から、六次
産業化・地産地消法等による支援スキーム等に
ついてどのような工夫が考えられるか。 

 
○ 再生可能エネルギーの導入については、固
定価格買取制度が開始され、事業採算性が大幅
に改善。一方で、 
① 再生可能エネルギー導入による利益が農村
の活性化に十分つながっていない 
② 農村固有の資源であるバイオマスや農業水
利施設等の活用が十分に進んでいない 
③  農業の生産活動や地域づくりへの再生可能エ
ネルギーの利用（地産地消）が未だ不十分であ
る 

  といった課題があり、農山漁村再生可能エネル
ギー法の活用に加え、どのように対応していく
必要があるか。 

 
 
 
 
 

■H25 農山漁村再生可能エネルギー法 

１次・２次・３次産業の連携による地域資源を活用した新たなビジネスの展開等を推進 
 
 
 
 

■H22～ 農業者が主体となった取組を支援（①～③） 
     (■H24～ 農業者主体の合弁事業体の取組を支援(①～④)) 

■H20～ 農業者と中小企業者の連携による取組を支援（①～③） 

H17～ 地産地消の取組の推進 

■H26 特定農林水産物等の名称の
保護に関する法律（GI法） 

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定件数※6                                            251件（H23年5月）             1,916件（H26年5月） 
直売所の状況(年間販売金額1億円以上の割合)※7                                16%(H18)                                            17%(H24)         
 

  農家民宿の経営等による都市農村交流の推進 ※都市農村交流については次回の検証資料で検証 

農村における再生可能エネルギーの生産・利用の推進 

■H25 再生可能エネルギー発電を活用した農林漁
業の発展を図る取組を推進する枠組みを構築 

  農業水利施設を活用した小水力発電等やバイオマスのエネルギー利用の取組の推進 小水力発電等の取組 
  平成28年度目標※9  ・・全国1,000地域で小水力発電等の導入に向けた計画作成に着手    

■H26 地域ブランドの活用  
    (地理的表示保護制度を創設)  

 ④A-FIVE※５の創設(H24) 
 （事業の本格的な拡大のためのA-FIVEの出資等） 

           ①人材育成・専門家によるサポート 
（中央・都道府県サポート機関に配置した６次産業化プランナー（約1,600名）をはじめ、中小企業基盤整備機構のプロ
ジェクトマネージャー、食の６次産業化プロデューサー等の多様な人材の活用） 

            ②新商品の開発・販路開拓の支援 
     （新商品の開発に向けた試作品の製造、販路開拓に向けた商談会への出展等に対する支援） 
             ③加工施設等の支援 
         （新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設の導入に対する支援） 

H23～ 地域の多様な事業体による６次産業化ネットワークの構築 

H24～ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

H24～ 固定価格買取制度を活用した、農業者等の主導による 
            再生可能エネルギー発電の取組への支援 

※１ 出典：農林業センサス（農業生産関連事業（農産物の加工、直売所、観光農園、農家民宿、農家レストラン等の農業に関連する事業）を営む販売農家の数）  
※２ 出典：６次産業化総合調査（農家、農協等による農業生産関連事業の年間販売額） 
※３ 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」の略称 
※４ 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の略称 
※５ 「農林漁業成長産業化ファンド」の略称 
※６ 出典：農林水産省調べ 
※７ 出典：農産物地産地消等実態調査（組替集計）及び６次産業化総合調査（通年営業・常設施設利用） 
※８ 農山漁村再生可能エネルギー法の基本方針（H26)において、再生可能エネルギー発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組及び取組を行う検討に着手している地区数について目標を設定。 
※９ 土地改良長期計画（H24)において、小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手する地域数について目標を設定。   

観光・教育・福祉などの分野で各省連携 
プロジェクトを推進（H25～） 
(H25.12 農林水産業・地域の活力創造プラン) 

再生可能エネルギー発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組     
  平成30年度目標※8 ・・全国100地区以上（取組の検討着手地区：200地区以上） 


	農村の振興に関する施策についての検証�（基本法第３４条及び第３５条）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

